
国民年金基金では、従前、海外転出により住民票が異動すると、その時点で基金の加入資格
を喪失しておりましたが、法律改正（確定拠出年金法等の一部を改正する法律）により、平成２９
年１月１日から、海外転出前にお手続をとることにより、国内と同じ条件で基金に引き続き加入
（在外加入）できることとなりました。手続は以下のとおりです。

【お問い合わせ】
日本弁護士国民年金基金 千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14Ｆ

TEL：03-3581-3739 FAX：03-3581-3720  URL：http://www.bknk.or.jp/

【お問い合わせ】 日本弁護士国民年金基金
〒100-0013東京都千代田区霞が関1-1-3 弁護士会館14階
TEL：03-3581-3739 FAX：03-3581-3720

WEB：http://www.bknk.or.jp

国民年金基金ならではの３大メリット

夫婦の老後に
最低限必要と

思われる日常生活費

22万

２０２５年３月現在

掛金月額 年金月額

加入時年齢 男性 女性 （男女共通）

２６歳１月～２７歳０月 8、240 9、550 ２万

３６歳１月～３７歳０月 9、750 11、295 １万５千

４６歳１月～４７歳０月 12、640 14、630 １万

加入型（７種類から選択可能）により金額は異なります。また１口目と２口目以降では単価が異なります。

※上記金額は平成２６年３月末日までに加入した場合の金額です。（単位：円）※一例です。詳細は基金事務
局までお問い合わせ下さい。 【改訂後掛金・年金額】

１口目Ａ型（男性）

９３２０円 ２万円

１１５３５円

１６９１０円 １万円

１口目Ａ型（男性）

１０１７０円 ２万円

１２４０５円

１７９４０円 １万円

掛金1～12％

値上げ

基金ホームページでは、
掛金・年金受給額や節税額の
加入シミュレートができます！
http://www.bknk.or.jp/

※詳細は年金基金事務局まで
お問い合わせ下さい。

国民年金のみ
の弁護士の方！

※１：高齢者無職世帯一ヶ月の平均収支

海外転居しても事前手続をすれば
基金に引き続き加入できます!
渡航前の手続をお忘れなく!

＜海外転出前に必要な手続（１）、（２）、（３）＞
（１）国民年金（基礎年金）に関して、「任意加入」の手続を取る。

 ※必ず海外転出前に、国内最後の住所地の管轄年金事務所又は役所の年金窓口で、手続が必要です。
※任意加入手続によって任意加入被保険者の資格を取得します。任意加入被保険者資格取得日は、
必ず海外転出日の翌日となるように年金事務所等に申請してください。転出日と資格取得日の間に空白
期間が生じた場合、従前の条件で在外加入することができませんので、ご留意ください。

（２）国内での基金加入に関して、基金の「資格喪失手続」を取る。
 【当基金への提出書類】①資格喪失届（別紙）、②転出（予定）日記載の住民票の原本又は写し

  （３）国外での基金加入に関して、基金の「加入申出手続」を取る。
 ※（３）は、基金の資格喪失後３か月以内に必要となる手続ですが、上記（１）（２）と同時に行ってください。
 ※海外転出後は国内協力者（親族等）の方に手続の代行をお願いいたします。
 【当基金への提出書類】：①加入申出書（別紙）、②加入申出書別紙（海外居住者）※１

③「国民年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」の写し※２
※１：国内で各種手続を代行する親族等協力者をお届けいただきます。
※２：（１）の任意加入の手続完了後、約２週間程度で日本年金機構から「国民
年金任意加入被保険者資格取得申出受理通知書」が発行されます。お手元に
届き次第、当基金宛てに追加提出してください。
 

★必ず、海外転出前に、上記（１）、（２）、（３）の手続をお取りください。海外転出後に（１）の国民年金の任意加
入をされた場合や、（２）の資格喪失後３か月以内に（３）の加入申出がされなかった場合や、海外転出日前に
弁護士登録を取り消した場合等は、国内と同じ条件で引き続き基金に加入することができません。その場合
は、「再加入」の扱いとなり、掛金額が変わる可能性がありますので、ご留意ください。

★在外で当基金に加入するには、海外転出日時点で、当基金の加入員であることが必要です。当基金に加入
履歴のない方は、在外での当基金への加入はできません。

★在外で当基金に引き続き加入された場合は、海外転出中は、弁護士業務に従事しなくなっても基金加入資格
は喪失となりません（※海外転出時点では弁護士登録がされていることが必要です。）。

★在外で基金に引き続き加入された場合の在外加入中の掛金は、社会保険料控除の対象にはなりません。

★基金の掛金引落は、基金が指定する金融機関の国内開設口座のみご指定いただけます。

★在外で基金に引き続き加入された場合、在外加入中は国民年金保険料の納付委託はできません。

★帰国された場合は、国民年金の任意加入から１号被保険者への切り替え、及び当基金への資格喪失届の提
出が必要となります。また、帰国後も引き続き在外加入と同様の掛金での加入を希望される場合は、上記２つ
の手続に加え、帰国後３か月以内に当基金への加入申出書の提出が必要となります。

• 「海外転出中は、弁護士でなくなっても加入員」？
国年一号被保険者で弁護士業務に従事する者
国年高齢任意加入被保険者で弁護士業務に従事する者
国年在外任意加入被保険者でこの基金の加入員であった者

• 職能型基金のみ、「基金加入員であった」履歴が、在外加入の資格要件で必要？
（地域型は基金加入履歴がなくても、居住履歴があれば在外で基金加入できる。）

• 「加入員であった」のは海外転出日時点？履歴としてあればOK？登録確認・在職
確認も必要か。

• ６０歳以降の継続特定加入は、希望しない者にはどのように通知？（規約上は自動
的に加入している扱い。）

• 遡及した届出をいつまで認めるか。
• １２年通常加入＋３年在外加入＋１年通常＋３年在外

＝給付連＋給付基（請求書２通）？
• オンラインシステム上の登録内容（協力者住所、在外区分）は？年次突合は？

※必要書類等、手続詳細は、海外転出前に、基金事務局にお問い合わせください。

• ★海外転出中の全ての各種手続・通知は、あらかじめ国内に居住されている御
親族等を協力者としてお届けいただき、当該協力者に代行いただくこととなります。

• ★６０歳前に在外任意加入被保険者として基金に加入した在外加入員の方は、６
０歳に到達された時点で、基金の特定加入（６０歳以上６５歳未満の加入）に移行
できます。６０歳のお誕日から３か月以内に、当基金に特定加入の申出をする必
要があります。特定加入を希望されない場合は、申出や掛金納付は不要です。

• ★在外で当基金に引き続き加入された場合は、海外転出中は、弁護士業務に従
事 しなくなっても、基金加入資格は喪失となりません。帰国時点、又は国民年金
の任意加入資格を失った時点、あるいは６５歳到達時点で基金資格喪失となりま
す。

• ★平成２８年１２月３１日以降海外転出の方が対象です（平成２９年１月１日法律
施行）。

【確認事項】

http://www.bknk.or.jp/
http://www.bknk.or.jp/
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